
資料１－２

住民 事業者
経済産業省
（環境省）

宮城県等 事業の見込スケジュール
　▽＝事業者，▼＝県

▽送付:R4.9.29
▽公告:R4.9.30
▽縦覧:R4.9.30～R4.10.31

▼技術審査会（諮問）
　R4.10.25

▼市町村意見
　気仙沼市長意見
   R4.10.31

▼技術審査会（答申）
   R4.11.15

▼知事意見
    R4.12.9

▽送付:R5.3.22

▽公告:R5.3.23
▽縦覧:R5.3.23～R5.4.24

▼技術審査会（諮問）
    R5.4.10

▼市町村意見
   気仙沼市長意見
    R5.7.18
　

▼技術審査会（答申）
    R5.7.31
▼知事意見
    R5.9.5

▽送付:R7.4.15

▽公告:R7.4.16
▽縦覧:R7.4.16～R7.5.26

▼技術審査会（諮問）
   R7.10.15

▼市町村意見
　気仙沼市長意見
　
　

▼技術審査会（答申）

▼知事意見
　　　　　まで

　 

（仮称）宮城気仙沼風力発電事業　環境影響評価手続フローとスケジュール
（環境影響評価法（第2種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和7年10月15日

※配慮書時点の出力規模
は、第1種事業規模。

配慮書の送付

送付

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

宮城県知事

照会 意見

気仙沼市長

諮問 答申

大臣意見

環境影響評価技術審査会

配慮書の審査（経産省）

＜審査期間90日以内＞

知事意見

公告・縦覧・Web

配慮書の作成

方法書の作成

公告・縦覧・Web

説明会の開催

住民意見の提出

住民意見取りまとめ

方法書の審査（経産省）

・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

届出

＜審査期間180日以内＞

知事意見

知事意見

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

準備書の審査（経産省）

・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮
（環境審査顧問会助言）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の作成

公告・縦覧・Web

説明会の開催

住民意見の提出

住民意見取りまとめ

方法書の送付

準備書の送付

住民意見概要送付
（事業者見解送付）

評価書の作成

評価書の確定

公告・縦覧

評価書の確認（経産省）

＜審査期間30日以内＞

大臣勧告（知事意見添付）

大臣勧告（知事意見添付）

経済産業省
↓

環境省

宮城県知事
気仙沼市長

確定通知
（変更命令）

評価書の送付

許可・変更命令

工事計画の認可
認可申請・届出

事業の実施

事後調査

工事計画の審査
（経済産業省）

＜60日程度＞【R4.12.9〆切】

住民意見概要送付
（事業者見解添付）

＜審査期間270日以内＞

住民意見の提出

宮城県知事

照会 意見

気仙沼市長

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜90日以内＞

住民意見概要送付
（事業者見解添付）

宮城県知事

照会 意見

気仙沼市長

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜120日以内＞

届出

送付

許可申請・届出

届出


